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改正案 

176条 不同意性的接触罪・加重不同意性的接触罪・若年者不同意性的接触罪 

１項 他の者の認識可能な意思に反して、その者に対して性的接触をした者は、6月以

上 10年以下の懲役に処する。 

２項 前項の性的接触を暴行又は脅迫を用いて行った者は、加重不同意性的接触罪と

し、3年以上の有期懲役に処する。 

３項 第１項の性的接触を 16歳未満の者に対して行った者は、若年者不同意性的接触

の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。但し、16歳未満同士の場合は除く。 

 

（補足説明） 

  ＊「他の者の認識可能な意思」に関しては１７７条の説明参照のこと。 

＊現行の性交同意年齢１３歳について、性的自由や性的自己決定権が保護法益とされ

ている現在においては、立法当時の女子の妊娠可能年齢という身体的成熟を基準と

した考え方は除去されるべきである。 

当該性的行為の意味や内容、その行為の結果生じるリスク等に関する知識や理解力

を有するであろう社会的成熟度によって設定すべきであり、若年者保護の観点から、

義務教育終了年齢である１６歳未満が適切であると考え、提案する。 

なお、就学前および学校教育における性教育や非暴力の年齢に応じた段階的実施と

相俟って若年者の保護を確保していく必要がある。 

＊「わいせつ」はあいまいな概念であるため、構成要件を明確にするため、「性的接触」

と定義することを提案する。 

「性的接触」とは、性的部位（口、胸、尻、陰部）に接触する行為を指すものとし、

性的部位以外の身体（腕や肩・背中など）を執拗になで回す等の行為については、暴

行罪の範囲で犯罪とする、あるいは、例えば法定刑を引き下げたセクシュアル・ハラ

スメント罪を新設して対応することも検討の余地があると考える。 

＊２項、３項について、行為態様の悪質性及び若年者保護の観点から、但し情状による

執行猶予も射程に入れ、法定刑を３年以上の有期懲役として提案する。 
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改正案 

177条 不同意性交等罪・加重不同意性交等罪・若年者不同意性交等罪 

１項 他の者の認識可能な意思に反して、性交、肛門性交又は口腔性交（以下「性交

等」）を行った者は、不同意性交の罪とし、３年以上の有期懲役に処する。 

２項 前項の性交等を暴行又は脅迫を用いて行った者は、加重不同意性交の罪とし、

５年以上の有期懲役に処する。 

３項 第１項の性交等を 16歳未満の者に対して行った者は、若年者不同意性交の罪と

し、５年以上の有期懲役に処する。但し、16歳未満同士の場合は除く。 

     

  ＊ドイツ刑法を参考に、不同意であることを客観化するために、他の者の認識可能な意

思に反した性的行為を処罰とすることとし、認識可能な意思は、明示・黙示（涙を流

している場合が典型）に表明された不同意である。 

被害者がフリーズして黙示の意思表明が不能だった場合などの扱いは検討課題であ

り、この提案をまずは叩き台として議論いただきたい。 

＊量刑について、例えば、不同意性交を５年以上、加重を７年以上とすると、加重の場

合に酌量減軽による執行猶予の可能性がなくなる。酌量減軽のある場合を想定する

ならば、加重を６年以下にする必要があり、「暴行・脅迫」要件のある現行法が５年

以上であることから、加重について現行法と同様の５年以上とし、不同意性交罪につ

いては３年以上とすべきと考える。 

＊AV出演強要や売春の強要のような事態も想定し、行った、に加えて「行わせた」を

入れることも検討に値する。 

 

改正案 

178条 同意不能等性的接触罪・同意不能等性交等罪 

 １項 176条 1項の性的接触を、人の無意識、睡眠、恐怖、不意打ち、酩酊その他の薬

物の影響、疾患、障害もしくはその他の状況により特別に脆弱な状況に置かれて

いた状況を利用し、又はその状況に乗じて行った者は、同意不能等性的接触罪と

し、176条 2項の例による。 

２項 前条１項の性交等を、人の無意識、睡眠、恐怖、不意打ち、酩酊その他の薬物の

影響、疾患、障害もしくはその他の状況により特別に脆弱な状況に置かれていた

状況を利用し、又はその状況に乗じて行った者は、同意不能等性交等罪とし、前条

2項の例による。 

 

 ＊現行法の「抗拒不能」要件は、最高裁判例等で明確な定義がなされておらず、明確性に

欠ける。構成要件の明確性確保のためにも、行為者の故意の対象を明確にして自由保障

機能を確保するためにも、定義を明確化するべきである。そして、脆弱性に乗じた場合
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を網羅的に列挙することにより、被害者を保護する。 

これは叩き台であり、これらで網羅されているか、あるいは定義の明確性については、

今後の議論・検討が必要である。 

 ＊反対意思を形成あるいは表明できない状況を利用し、あるいは乗じてわいせつ行為や

性的行為に及んだ場合には、その者の意思に反するものとみなし、反対意思の形成や表

明ができない、又は困難な被害者に意思表明の義務を負わせずに保護し、加害者側に同

意を得たことの立証責任を負わせる。 

 ＊反対意思を形成あるいは表明できない状況の列挙はスウェーデン法を参考にした。 

  なお、イギリス法 76条を参考に、相手を「欺罔」して同意を得た場合について、自由

な意思に基づく同意ではないため、一類型として「欺罔」を盛りこむことも検討に値す

る。 

 

改正案 

179条 監護者性的接触罪・監護者交等罪 

 １項 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力が

あることに乗じて性的接触をした者は、176条 3項の例による。  

2 項 18 歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力が

あることに乗じて性交等をした者は、177条 3項の例による。  

 

179条の２ 地位関係利用性的接触罪・地位関係利用性交等罪 

 １項 現にその者を監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、

上司、施設職員その他同種の性質の関係にある者が、監督、保護、支援の対象

になっている者に対する影響力があることに乗じて性的接触をした者は、176

条 1項の例による。  

2項 現にその者を監護又は介護する者、親族、後見人、教師、指導者、雇用者、

上司、施設職員その他同種の性質の関係にある者が、監督、保護、支援の対象

になっている者に対する影響力があることに乗じて性交等をした者は、177条

１項の例による。 

 

＊ 監護者等性交等罪では、18歳以上の被害者に対するものや、親族、後見人、教師、指導

者、雇用者、上司、施設職員等権力関係にある者が地位を利用した性被害事案に対応で

きないことから、179条の２を新たにもうける。 
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参照：現行法 

（強制わいせつ）  

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、

六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同

様とする。 

（強制性交等） 

第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交

（以下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処す

る。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 

（準強制わいせつ及び準強制性交等）  

第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒

不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 

２ 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ

て、性交等をした者は、前条の例による。 

（監護者わいせつ及び監護者性交等）  

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力

があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。  

２ 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があること

に乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。  

（未遂罪）  

第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 

（強制わいせつ等致死傷） 

第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又は

これらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 

２ 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪

の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 
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